
京都市市営住宅条例の一部を改正する条例（平成２４年１１月９日京都市条例第   号）

（都市計画局住宅室住宅管理課） 

１ 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備

に関する法律（平成２３年法律第３７号）の施行により公営住宅法の一部が改正され，

公営住宅の整備基準及び公営住宅の入居者資格のうち収入に係る基準について条例

で定めることとされたことに伴い，市営住宅について当該基準を定めることとしまし

た。 

２ 入居者資格のうち同居親族に係る要件の例外を定めることとしました。 

３ 福島復興再生特別措置法の施行により公営住宅の入居者資格の特例が設けられた

ことに伴い，市営住宅の入居の申込者の資格の特例を設けることとしました。 

４ 北河原市営住宅を廃止することとしました。 

この条例は，平成２５年４月１日から施行することとしました。ただし，上記３及び

４に関する部分は，公布の日から施行することとしました。 

なお，家賃の額の算定等の準備行為は，この条例の施行前においても行うことができ

ることとしました。 
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京都市市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成２４年１１月９日 

京都市長  門 川 大 作   

京都市条例第   号 

   京都市市営住宅条例の一部を改正する条例 

 京都市市営住宅条例の一部を次のように改正する。 

             「第２章 整備の基準 

               第１節 総則（第２条の２～第２条の９） 

               第２節 敷地の基準（第２条の１０・第２条の１１） 

      第３節 市営住宅の基準（第２条の１２～第２条の１７） 

            第４節 付属施設の基準（第２条の１８～第２条の２１） 

           第３章 管理                     」 

に，「第３章」を「第４章」に，「第４章」を「第５章」に改める。 

第２条第５号を次のように改める。 

  付属施設 次に掲げる施設をいう。 

ア 児童遊園 

イ 集会所 

ウ 管理事務所 

エ 広場及び緑地 

オ 通路 

カ 駐車場 

キ 共同作業場 

ク 店舗 

第４章を第５章とし，第３章を第４章とする。 

 第６条第１項第３号に次のように加える。 

ケ 犯罪被害者等基本法第２条第２項に規定する犯罪被害者等で同条第１項に規定す

る犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったと市長が認めるもの 

コ 結核により病院又は診療所に入院した期間が１年以上の結核患者で当該病院又は

診療所を退院した日から起算して１年を経過していないもの 

第６条第１項第５号を次のように改める。 

目次中「第２章 管理」を 

２２



  その者の収入が次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる金額を超えないこと。 

ア 次に掲げる場合 ２１４，０００円（改良住宅，山ノ本市営住宅，南岩本市営住

宅，高瀬川南市営住宅及び更新住宅（以下「改良住宅等」という。）にあっては，１

５８，０００円） 

 （ア） 入居者又は同居者に障害者基本法第２条第１号に規定する障害者でその障害の

程度が別に定める程度のものがある場合 

（イ） 入居者又は同居者に第３号ウ，エ，カ又はキに該当する者がある場合 

（ウ） 入居者が６０歳以上の者であり，かつ，同居者のいずれもが６０歳以上又は２ 

０歳未満の者である場合 

   （エ） 同居者に１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者がある場     

    合 

（オ） 同居者に２０歳未満の者が３人以上ある場合 

（カ） 法第８条第１項若しくは第３項若しくは激甚
じん

災害に対処するための特別の財政 
援助等に関する法律第２２条第１項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法

第８条第１項各号のいずれかに該当する場合において災害により滅失した住宅に

居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅に入居する場合（当

該市営住宅の整備の原因となった災害の発生の日から３年を経過した場合を除

く。） 

  イ アに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円 

第６条第１項に次の１号を加える。 

   現に住宅に困窮していることが明らかであること。 

 第６条第２項から第４項までを削る。 

第７条第２項各号列記以外の部分中「前条第１項各号」を「前条各号」に改め，同項第

２号中「第２１条」の右に「又は福島復興再生特別措置法第２１条」を加え，同条第３項

各号列記以外の部分中「前条第１項各号」を「前条各号」に改める。 

第７条の２中「第６条第１項第１号」を「第６条第１号」に改める。 

第８条の２各号列記以外の部分中「第６条第１項第４号」を「第６条第４号」に改める。 

第１４条第１号中「第６条第１項各号」を「第６条各号」に改める。 

第１５条第４項中「第２７条第３項」を「第２７条第２項」に改め，同条第５項中「改

良住宅，山ノ本市営住宅，南岩本市営住宅，高瀬川南市営住宅及び更新住宅（以下「」を



削り，「」という。）並びに」を「及び」に改める。 

第２７条第１項を次のように改める。 

市長は，第１６条第２項の規定により認定した収入が第６条第５号ア又はイに掲げる

区分に応じ，それぞれ同号ア又はイに掲げる金額を超える市営住宅（特定公共賃貸住宅

を除く。）の入居者（市営住宅に引き続き３年以上入居しているものに限る。）を収入超

過者として認定し，その旨を文書により当該入居者に通知するものとする。 

第２７条第２項を削り，同条第３項を同条第２項とする。 

第２９条の２第１項中「のうち，その収入が別に定める金額を超えるもの」を削り，「改

正前の令」を「公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成８年政令第２４８号）によ

る改正前の令（次項において「改正前の令」という。）」に，「第１６条第２項の規定により

当該別に定める金額を超える収入」を「収入超過者」に，「同項の規定により当該別に定め

る」を「第１６条第２項の規定により第２７条第１項に規定する」に改める。 

第３１条第１項中「第２７条第３項」を「第２７条第２項」に改める。 

 第２章を第３章とし，第１章の次に次の１章を加える。 

第２章 整備の基準 

第１節 総則 

（整備の基準） 

第２条の２ 市長は，この章の定めるところに従い，市営住宅及び付属施設（以下「市営

住宅等」という。）の整備（建設，買取り若しくは借上げ又はこれらに付随する行為を

いう。以下同じ。）を行うものとする。 

（健全な地域社会の形成） 

第２条の３ 市営住宅等は，その周辺地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように

考慮して整備をしなければならない。 

（良好な居住環境の確保） 

第２条の４ 市営住宅等は，安全及び衛生を考慮し，かつ，入居者及び周辺地域の住民（以

下「入居者等」という。）にとって便利で快適なものとなるように整備をしなければな

らない。 

（費用の縮減への配慮） 

第２条の５ 市営住宅等の建設に当たっては，設計の標準化，合理的な工法の採用，規格

化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより，建設及び維持管理に



要する費用の縮減に配慮しなければならない。 

（環境への配慮） 

第２条の６ 市営住宅等は，地球温暖化の防止，循環型社会の形成その他環境への負荷の

低減に資するよう配慮して整備をしなければならない。 

（景観への配慮） 

第２条の７ 市営住宅等は，将来の世代に継承されるべき良好な景観の形成に資するよう

配慮して整備をしなければならない。 

（地域交流の促進への配慮） 

第２条の８ 市営住宅等は，入居者等相互の間の交流が促進されるよう配慮して整備をし

なければならない。 

（緊急時の使用への配慮） 

第２条の９ 市営住宅等は，暴風，豪雨，洪水，地震その他の緊急の事態が生じたときの

使用に配慮して整備をしなければならない。 

第２節 敷地の基準 

（位置の選定） 

第２条の１０ 市営住宅等の敷地（以下「敷地」という。）の位置は，災害の発生のおそ

れが多い土地及び公害その他これに類する要因により居住環境が著しく阻害されるお

それがある土地をできる限り避け，かつ，通勤，通学，日用品の購買その他入居者の日

常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。 

（敷地の安全等） 

第２条の１１ 敷地が地盤の軟弱な土地，崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これ

らに類する土地であるときは，当該敷地に地盤の改良，擁壁の設置その他の安全上必要

な措置が講じられていなければならない。 

２ 敷地には，雨水及び汚水を有効に排出し，又は処理するために必要な施設が設けられ

ていなければならない。 

第３節 市営住宅の基準 

（配置の基準） 

第２条の１２ 住棟その他の建築物は，日照，通風，採光及び開放性並びに敷地内及びそ

の周辺地域の良好な居住環境の確保，災害の防止並びに騒音その他の居住環境の阻害の

防止を考慮した配置でなければならない。 



（住宅の基準） 

第２条の１３ 住宅には，防火，避難及び防犯のために必要な措置が講じられていなけれ

ばならない。 

２ 住宅には，外壁，窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使

用の合理化を図るために必要な措置が講じられていなければならない。 

３ 住宅の床及び外壁の開口部には，遮音上有効な措置が講じられていなければならない。 

４ 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令第１条第３号に規定する構造耐力上

主要な部分をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整備される部分には，当該部分の

劣化の軽減を図るために必要な措置が講じられていなければならない。 

５ 住宅の給水，排水及びガスの設備に係る配管には，構造耐力上主要な部分に影響を及

ぼすことなく点検及び補修を行うために必要な措置が講じられていなければならない。 

（住戸の基準） 

第２条の１４ 市営住宅の一戸の床面積の合計（市営住宅が共同住宅である場合にあって

は，共用部分の床面積を除く。）は，２５平方メートル以上とする。ただし，共用部分

に入居者が有効に利用することができる共用の台所及び浴室を設ける場合は，この限り

でない。 

２ 市営住宅の各住戸には，台所，水洗便所，洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信

の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし，共用部分に入居者が有

効に利用することができる共用の台所又は浴室を設けることにより，これらの設備を各

住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては，各住戸部分

に台所又は浴室を設けることを要しない。 

３ 市営住宅の各住戸には，居室内における化学物質の発散による衛生上の支障を防止す

るために必要な措置が講じられていなければならない。 

（住戸内の各部） 

第２条の１５ 市営住宅の各住戸内の各部には，移動の利便性及び安全性の確保を図るた

めに必要な措置その他の入居者が日常生活を支障なく営むために必要な措置が講じら

れていなければならない。 

（共用部分） 

第２条の１６ 市営住宅の通行の用に供する共用部分には，入居者の移動の利便性及び安

全性の確保を図るために必要な措置が講じられていなければならない。 



（付帯施設） 

第２条の１７ 敷地内には，住戸数その他の状況に照らして必要な自転車置場，物置，ご

み置場その他の付帯施設が設けられていなければならない。 

２ 前項の付帯施設は，入居者の衛生，利便及び良好な居住環境の確保に支障が生じない

ように考慮されたものでなければならない。 

第４節 付属施設の基準 

（児童遊園） 

第２条の１８ 児童遊園の位置及び規模は，敷地内の住戸数，敷地の規模及び形状，住棟

の配置等に応じて，入居者等の利便及び児童その他の利用者の安全を確保したものでな

ければならない。 

（集会所） 

第２条の１９ 集会所の位置及び規模は，敷地内の住戸数，敷地の規模及び形状，住棟及

び児童遊園の配置等に応じて，入居者等の利便を確保したものでなければならない。 

（広場及び緑地） 

第２条の２０ 広場及び緑地の位置及び規模は，良好な居住環境の維持増進に資するよう

に考慮されたものでなければならない。 

（通路） 

第２条の２１ 敷地内の通路は，敷地の規模及び形状，住棟，児童遊園等の配置並びに周

辺の状況に応じて，日常生活の利便，通行の安全，災害の防止，環境の保全に支障がな

いような規模及び構造とし，かつ，合理的に配置されたものでなければならない。 

２ 通路における階段は，入居者等の通行の安全に配慮し，必要な補助手すり又は傾斜路

が設けられていなければならない。 

附則第１３項を削る。 

附則第１４項中「改正令」を「公営住宅法施行令の一部を改正する政令（平成１９年政

令第３９１号。以下「改正令」という。）」に改め，同項を附則第１３項とする。 

附則第１５項各号列記以外の部分中「及び第３項」を「に規定する金額及び同条第２項」

に改め，「並びに第６条第３項及び第２７条第２項の規定」を削り，同項を附則第１４項と

する。 

附則第１６項を附則第１５項とし，附則に次の１項を加える。 

16 平成１８年４月１日前に５０歳以上であった者に対する第６条第３号ア及び第５号ア



（ウ）の規定の適用については，これらの規定中「６０歳以上」とあるのは「平成１８年４

月１日前に５０歳以上」とする。 

 別表北河原市営住宅の項を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，第７条第２項第２号及び別

表の改正規定並びに次項の規定は，公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 平成２５年度分の家賃の額の算定及びこれに必要な準備行為は，この条例の施行前に

おいても行うことができる。 

（都市計画局住宅室住宅管理課） 

 


